
【様式2-1裏】・【様式2-2裏】　第一種奨学金貸与月額変更願（届）（裏面②）

 　2017年度以前入学者は20,000円を選ぶことはできません。 

「従前の貸与月額」「希望する貸与月額」欄にはそれぞれ併給調整後の貸与月額を記入してください。
（様式2-1）「変更後の借用金額」欄に記入する金額は必ず学校に確認してください。
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※高等専門学校本科1～3年生については，
   給付奨学金（新制度）対象外のため，
   第一種奨学金の貸与月額は制限されません。国公立
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　併給調整後の貸与月額は，下表のとおりです。

　通学し「自宅通学」扱いの人は，(　)内の金額となります。

※大学院については，給付奨学金（新制度）対象外のため，貸与月額の調整はありません。 

　給付奨学金（新制度）又は授業料等減免の支援を受ける場合，併給調整として第一種奨学金の貸与月額が調整されます。

■変更可能月額一覧表（給付奨学金（新制度）又は授業料等減免の支援と併せて第一種奨学金を受ける場合）

※調整後の貸与月額表において，20,000円の設定は2018年度以降入学者が選択できる月額であり，

※生活保護（扶助の種類は問いません）を受けている生計維持者と同居している人，及び児童養護施設等から

夜間部
第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分

■月額変更願（届）記入時の注意点


